
４
　
病
気
と
健
康

市
民
の
健
康

私
た
ち
が
真
に
豊
か
な
生
活
を
お
く
る
た
め
に
は
、
ま
ず
健
康
で
あ
る

こ
と
が
根
本
条
件
で
あ
る
。
健
康
と
は
た
ん
に
病
気
で
な
い
、
虚
弱
で

な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
肉
体
的
・
精
神
的
に
安
定
し
た
状
態

で
社
会
的
活
動
が
で
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
死

亡
率
は
戦
後
急
速
に
低
下
し
、
昭
和
四
十
二
年
に
人
口
一
、
○
○
○
人

に
た
い
し
六
七
人
と
な
り
、
平
均
寿
命
も
男
子
六
八
・
九
歳
、
女
子
七

四
・
二
歳
と
先
進
国
の
水
準
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
社

会
情
勢
が
変
化
し
、
公
害
・
交
通
事
故
・
食
品
な
ど
に
よ
る
危
害
、
成

人
病
な
ど
健
康
へ
の
あ
ら
た
な
脅
威
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
な
か
に
あ

っ
て
保
健
衛
生
行
政
は
病
気
に
か
か
っ
た
人
の
治
療
と
と
も
に
、
さ
ら

に
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
病
気
を
予
防
し
、
環
境
を
浄
化
し
て
健
康
を

積
極
的
に
増
進
す
る
た
め
地
域
社
会
ぐ
る
み
の
活
動
を
展
開
し
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
。

保
健
所
が
地
域
保
健
の
柱
に

保
健
所
は
地
域
住
民
の
生
活
と
健
康
を
ま
も
る
た
め
、
公
衆
衛
生
活
動

の
中
枢
機
関
と
し
て
病
気
の
予
防
、
健
康
の
増
進
な
ど
の
保
健
活
動
を

す
る
と
と
も
に
、
飲
食
店
・
旅
館
な
ど
市
民
生
活
に
関
連
し
た
施
設
や

環
境
に
つ
い
て
監
視
・
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

市
に
は
従
来
一
一
ヵ
所
の
保
健
所
が
あ
っ
た
が
、
最
近
人
口
増
加
が
激

し
く
、
と
く
に
郊
外
部
が
急
速
に
開
発
さ
れ
、
保
健
所
に
た
い
す
る
需

要
も
増
し
て
き
た
。
こ
の
た
め
昭
和
四
十
四
年
十
月
の
行
政
区
再
編
成

に
さ
い
し
、
あ
ら
た
に
生
ま
れ
た
四
区
に
そ
れ
ぞ
れ
保
健
所
支
所
を
新

設
し
た
。
こ
の
支
所
は
機
構
・
人
員
な
ど
は
ほ
か
の
保
健
所
と
同
じ
規

模
で
あ
り
、
建
物
に
つ
い
て
も
本
庁
舎
を
建
設
中
で
、
こ
れ
が
完
成
す

れ
ば
、
設
備
面
を
ふ
く
め
て
従
来
の
保
健
所
と
同
等
な
も
の
と
な
る
。

一
五
ヵ
所
の
保
健
所
・
支
所
に
は
医
師
・
歯
科
医
師
・
保
健
婦
な
ど
各

種
の
技
術
職
員
や
事
務
員
が
合
計
七
五
〇
人
配
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
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し
、
公
衆
衛
生
活
動
だ
け
で
は
効
果
の
あ
が
る
も
の
で
は
な
く
、
保
健

指
導
員
会
・
町
内
会
な
ど
の
地
域
の
住
民
組
織
や
医
師
会
・
歯
科
医
師

会
・
薬
剤
師
会
な
ど
各
種
専
門
団
体
の
協
力
の
も
と
に
事
業
を
展
開
し

て
い
る
。

衛
生
研
究
所
は
、
保
健
衛
生
行
政
の
基
礎
と
な
る
科
学
技
術
の
中
心
機

関
で
あ
っ
て
、
四
二
人
の
専
門
職
員
に
よ
っ
て
細
菌
・
寄
生
虫
・
血
液

・
食
品
・
水
質
・
公
害
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
の
各
種
の
研
究
・
試
験
・

検
査
を
し
、
年
間
取
扱
い
件
数
は
一
三
万
四
、
〇
〇
〇
件
に
お
よ
ん
で

い
る
。
最
近
、
保
健
衛
生
の
仕
事
が
量
的
に
ふ
え
る
一
方
、
質
的
に
も

変
化
し
て
き
て
い
る
。
保
健
所
は
こ
う
し
た
時
代
の
変
化
に
十
分
に
対

応
で
き
て
い
な
い
面
も
み
う
け
ら
れ
る
の
で
、
組
織
や
機
能
を
再
検
討

し
、
重
点
的
・
効
率
的
に
業
務
を
再
編
成
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

つ
ぎ
の
時
代
を
に
な
う
子
供
た
ち
を
健
全
に
育
て
る
に
は
、
ま
ず
母
親

の
健
康
増
進
が
大
切
で
あ
る
。
乳
児
は
母
親
の
健
康
状
態
、
家
庭
の
環

境
な
ど
に
強
く
影
響
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
死
亡
率
は
公
衆
衛
生

の
水
準
を
し
め
す
一
つ
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
い
わ
れ
て
い
る
。

病
気
と
健
康

母
子
の
健
康
管
理
が
重
点

母
子
の
保
健
対
策
を
充
実
す
る
た
め
に
は
、
婚
前
か
ら
妊
娠
・
出
産
を

へ
て
乳
児
期
・
幼
児
期
に
い
た
る
ま
で
の
一
貫
し
た
き
め
細
か
い
母
と

子
の
健
康
管
理
が
必
要
で
あ
る
。
保
健
所
で
は
、
結
婚
時
に
は
性
病
予

防
を
も
ふ
く
め
て
健
康
診
断
・
血
液
検
査
を
し
、
妊
娠
し
た
時
に
は
、

母
子
健
康
手
帳
を
つ
く
っ
て
子
供
の
就
学
時
ま
で
の
健
康
を
記
録
す
る

と
と
も
に
、
妊
産
婦
健
康
相
談
・
母
親
教
室
な
ど
を
開
き
、
必
要
に
応

じ
て
家
庭
を
訪
問
し
、
指
導
し
て
い
る
。
ま
た
、
乳
幼
児
に
た
い
し
て

は
、
乳
幼
児
相
談
・
新
生
児
家
庭
訪
問
を
し
て
い
る
。
保
健
婦
を
中
心

と
し
て
お
こ
な
う
こ
れ
ら
家
庭
訪
問
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
に
は
、
二

万
五
、
〇
〇
〇
回
実
施
し
た
。

ま
た
、
横
浜
独
自
の
方
式
と
し
て
、
相
談
券
を
も
っ
て
行
け
ば
近
く
の

医
療
機
関
で
二
回
、
無
料
で
育
児
相
談
が
受
け
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
四
万

八
、
〇
〇
〇
人
が
利
用
し
た
。

三
歳
児
期
は
身
体
的
・
精
神
的
な
発
育
面
で
、
将
来
に
大
き
な
影
響
を

あ
た
え
る
時
期
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
一
般
検
診
・
歯
科
検
診
の
ほ

か
、
必
要
に
よ
っ
て
神
経
科
医
・
心
理
判
定
員
に
よ
る
診
査
な
ど
を
総

合
し
た
三
歳
児
検
診
を
実
施
し
、
対
象
者
の
三
割
九
、
二
〇
〇
人
の
利

用
者
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
未
熟
児
・
肢
体
不
自
由
児
・
結
核
児
童
な
ど
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約
五
〇
〇
人
に
た
い
し
公
費
負
担
に
よ
っ
て
養
育
・
育
成
医
療
を
お
こ

な
っ
て
い
る
。

予
防
接
種
で
伝
染
病
の
減
少
へ

医
学
の
進
歩
、
生
活
環
境
の
改
善
な
ど
に
よ
っ
て
伝
染
病
の
発
生
は
減

っ
て
い
る
。
と
く
に
コ
レ
ラ
・
ペ
ス
ト
・
痘
そ
う
・
発
疹
チ
フ
ス
な
ど

の
検
疫
伝
染
病
に
つ
い
て
は
最
近
国
内
の
発
生
は
ま
っ
た
く
な
く
、
そ

の
他
の
伝
染
病
も
大
幅
に
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
赤
痢
・
狸
紅
熱

・
日
本
脳
炎
（
法
定
伝
染
病
）
や
、
は
し
か
・
イ
ソ
フ
ル
Ｉ
ソ
ザ
・
破

傷
風
（
届
出
伝
染
病
）
な
ど
は
、
ま
だ
十
分
制
圧
さ
れ
た
と
は
い
え
な

い
状
態
で
あ
る
。

伝
染
病
を
防
止
す
る
き
め
て
は
、
環
境
衛
生
を
よ
く
し
て
感
染
経
路
を

た
つ
こ
と
、
予
防
接
種
に
よ
っ
て
人
体
に
免
疫
を
つ
け
る
こ
と
、
患
者

が
発
生
し
た
ら
病
院
に
隔
離
し
て
感
染
源
を
除
く
こ
と
で
あ
る
。
横
浜

市
の
伝
染
病
院
と
し
て
は
万
治
病
院
に
二
八
二
床
が
あ
り
、
昭
和
四
十

四
年
度
入
院
患
者
は
延
五
、
六
三
二
人
で
あ
っ
た
。
四
十
四
年
度
の
伝

染
病
患
者
発
生
状
況
は
全
体
で
七
、
三
三
三
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
訳

と
し
て
法
定
伝
染
病
が
赤
痢
二
三
一
人
、
狸
紅
熱
一
〇
一
人
な
ど
で
合

計
三
五
二
人
。
指
定
伝
染
病
が
急
性
灰
白
髄
炎
一
人
。
届
出
伝
染
病
で

は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
六
、
九
二
一
人
、
は
し
か
三
九
人
、
破
傷
風
一
二

人
な
ど
で
合
計
六
、
九
七
六
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
死
亡
者
は
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
二
四
人
、
破
傷
風
三
人
で
合
計
二
七
人
と
な
っ
て
い
る
。

予
防
接
種
の
徹
底
が
伝
染
病
を
減
少
さ
せ
る
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ

る
。
市
で
は
全
国
に
先
が
け
て
三
十
九
年
か
ら
予
防
接
種
の
無
料
化
に

ふ
み
き
り
、
ま
た
ラ
イ
ト
バ
ス
型
予
防
接
種
車
五
台
を
備
え
て
遠
隔
地

に
た
い
し
て
機
動
力
を
強
め
て
い
る
。
四
十
四
年
度
に
は
約
八
八
万
人

に
た
い
し
六
種
類
の
予
防
接
種
を
実
施
し
た
が
、
延
件
数
一
二
三
万
件

と
な
っ
て
い
る
。

四
十
五
年
六
月
接
種
後
の
副
作
用
が
多
発
し
、
全
国
的
に
問
題
に
な
っ

た
種
痘
に
つ
い
て
は
①
痘
そ
う
が
こ
わ
い
病
気
で
あ
り
、
わ
が
国
と
交

流
の
多
い
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
流
行
し
、
国
内
に
侵
入
す
る
危
険
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
②
そ
の
予
防
に
は
種
痘
以
外
に
有
効
な
手
段
が
な

い
こ
と
③
乳
幼
児
期
に
初
接
種
せ
ず
、
年
令
が
長
じ
て
初
接
種
を
す
る

と
重
篤
な
副
作
用
の
発
生
率
が
高
く
な
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、

健
康
状
態
の
良
い
時
に
初
接
種
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
健
康
状
態
の

チ
ェ
ッ
ク
を
十
分
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
接
種
期
間
を
延
長
し
た
り
、

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
量
を
減
ら
す
な
ど
実
施
の
方
法
に
改
善
を
加
え
、
今

後
も
実
施
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
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な
お
、
救
済
制
度
の
具
体
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
ワ
ク
チ
ン
の
改
良

に
つ
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

病
気
と
健
康

若
い
人
の
間
で
ふ
え
る
性
病

性
病
は
昭
和
三
十
七
年
こ
ろ
か
ら
全
国
的
に
増
加
し
、
と
く
に
若
い
人

の
間
に
多
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
た
め
結
婚
前
・
妊
娠
時
の
血
液

検
査
を
積
極
的
に
進
め
、
一
万
五
、
〇
〇
〇
人
が
実
施
し
た
。

結
核
に
よ
る
死
亡
は
二
十
五
年
ま
で
は
死
亡
順
位
の
首
位
を
し
め
て
い

た
が
、
予
防
対
策
の
推
進
、
医
薬
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ
て
毎
年
減
少
し
、

四
十
四
年
の
新
患
者
数
三
、
八
七
八
人
、
死
亡
者
数
二
四
四
人
と
な
り
、

人
口
一
○
万
人
あ
た
り
の
率
で
み
る
と
二
十
六
年
と
く
ら
べ
新
患
者
数

で
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
死
亡
者
数
で
一
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
減
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
登
録
患
者
数
は
、
一
万
一
、
〇
〇
〇
人
で
、

こ
の
う
ち
二
、
四
五
〇
人
が
感
染
性
患
者
で
あ
り
、
三
〇
代
、
四
〇
代

の
動
き
盛
り
の
人
に
多
く
、
ま
だ
軽
視
で
き
な
い
現
状
で
あ
る
。

こ
の
た
め
保
健
所
で
は
結
核
健
康
相
談
を
開
設
す
る
と
と
も
に
レ
ン
ト

ゲ
ン
車
一
一
台
で
各
地
区
や
学
校
・
事
業
所
へ
出
張
し
て
検
診
し
て
い

る
。
ま
た
、
結
核
患
者
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
に
も
安
心
し

て
治
療
で
き
る
よ
う
公
費
で
そ
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
負
担
し
て
い
る

が
、
四
十
四
年
度
に
は
六
、
〇
四
七
人
に
た
い
し
約
六
億
円
を
支
出
し

た
。
成
人
病
は
働
き
盛
り
の
人
を
侵
す
病
気
で
、
家
庭
に
と
っ
て
も
社

会
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
で
あ
る
。
四
〇
代
、
五
〇
代
の
人
の
死
因
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の
第
一
位
は
ガ
ソ
、
第
二
位
は
脳
卒
中
で
あ
り
、
六
〇
歳
以
上
で
は
第

一
位
が
脳
卒
中
、
第
二
位
が
ガ
ソ
で
あ
る
。

心
臓
病
も
高
順
位
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
成
人
病
に
よ
る
死
亡
は
全
体
の

五
割
を
こ
え
て
い
る
。

保
健
所
で
は
出
張
検
診
を
ふ
く
め
て
高
血
圧
・
心
臓
病
を
中
心
に
検
診

と
保
健
指
導
を
お
こ
な
い
約
三
万
人
が
利
用
し
た
。
民
間
の
医
療
機
関

で
無
料
で
受
診
で
き
る
老
人
健
康
診
査
に
は
四
、
五
〇
〇
人
が
受
診
し
、

ガ
ソ
に
つ
い
て
は
市
民
病
院
に
ガ
ソ
検
診
車
を
配
置
し
約
七
、
〇
〇
〇

人
が
胃
集
団
検
診
を
受
け
、
そ
の
う
ち
Ｉ
、
三
〇
〇
人
が
精
密
検
診
を

受
け
た
。
ま
た
市
内
五
六
四
ヵ
所
の
ガ
ソ
相
談
医
療
機
関
を
指
定
し
て

い
る
が
約
三
、
〇
〇
〇
人
が
市
費
負
担
の
検
診
を
利
用
し
た
。
成
人
病

予
防
に
つ
い
て
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
性
が
増
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

抜
本
的
対
策
を
た
て
て
施
設
の
整
備
を
は
か
る
と
と
も
に
、
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
ー
施
設
に
つ
い
て
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

精
神
障
害
者
二
万
八
千
人
も

精
神
障
害
は
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
っ
て
起
る
心
の
病
気
で
あ
る
が
、

合
理
化
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
た
社
会
で
た
え
ま
な
く
働
き
、
生
活
環
境

の
急
激
な
変
化
に
適
応
す
る
た
め
常
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
る
現
代
社
会

図2－8　死亡にしめる主要死因の割合
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で
は
、
精
神
障
害
の
傾
向
は
よ
り
強
く
な
る
。

現
在
全
国
に
約
一
二
四
万
人
、
市
内
に
は
約
二
万
八
、
〇
〇
〇
人
の
精

神
障
害
者
が
お
り
、
そ
の
六
割
は
な
ん
ら
指
導
を
受
け
る
こ
と
な
く
放

置
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
保
健
所
で
は
気
軽
に
相
談
に
こ
ら

れ
る
よ
う
精
神
衛
生
相
談
を
開
き
、
家
庭
訪
間
を
実
施
し
て
三
、
六
三

〇
人
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
社
会
防
犯
の
見
地
か
ら
考

え
ら
れ
が
ち
な
放
置
患
者
に
適
切
な
医
療
と
社
会
復
帰
の
道
を
ひ
ら
く

こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

有
害
食
品
が
新
た
な
問
題
に

最
近
生
活
水
準
の
向
上
に
よ
っ
て
食
生
活
の
面
で
も
需
要
が
高
度
化
し
、

多
様
化
す
る
と
と
も
に
、
製
造
・
流
通
の
機
構
も
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
便
利
な
加
工
食
品
が
ふ
え
る
に
つ
れ
て
、
人
体
に
有
害
な
物
質

が
ま
じ
っ
て
く
る
危
険
性
も
高
ま
り
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
危
害

が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
食
品
衛
生
法
関
係
の
施
設
も
昭
和
四

十
四
年
に
は
三
万
四
、
二
一
二
で
十
年
前
と
比
較
し
て
六
四
パ
ー
セ
ン

ト
増
加
し
た
。
こ
れ
に
た
い
し
六
〇
人
の
食
品
衛
生
監
視
員
が
、
関
係

施
設
の
監
視
指
導
や
食
品
・
添
加
物
・
容
器
包
装
・
お
も
ち
ゃ
な
ど
の

収
去
検
査
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
検
査
設
備
の
あ
る
食
品
検
査
車
一
台
、

病
気
と
健
康

各
保
健
所
の
食
品
衛
生
監
視
車
な
ど
を
整
備
し
、
機
動
性
の
あ
る
き
め

の
細
か
い
食
品
衛
生
行
政
を
進
め
て
い
る
。

食
中
毒
の
発
生
件
数
は
、
最
近
横
ば
い
の
傾
向
だ
が
、
施
設
の
大
型
化

集
団
給
食
施
設
の
増
設
な
ど
に
よ
り
、
も
し
食
中
毒
が
お
き
た
時
に
は

多
く
の
患
者
が
で
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
監
視
・
指
導
の
強
化
が
ま
す

ま
す
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

市
民
病
院
・
市
大
病
院
を
整
備

医
療
制
度
の
整
備
は
公
衆
衛
生
と
な
ら
ん
で
社
会
保
障
の
支
柱
と
な
る

も
の
で
あ
り
、
健
康
を
保
ち
増
進
さ
せ
る
た
め
に
は
病
気
の
予
防
と
治

療
が
適
切
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
の
医
療
施
設
は
医
療
需
要
の
増

大
に
つ
れ
て
ふ
え
、
昭
和
四
十
四
年
末
に
は
病
院
一
〇
二
、
一
般
診
療

所
一
、
二
七
八
、
歯
科
診
療
所
五
九
七
で
合
計
一
、
九
七
七
ヵ
所
と
な

り
病
床
数
は
一
万
八
、
五
八
七
床
で
あ
る
。
病
院
の
一
般
病
床
数
は
国

の
基
準
で
は
人
口
一
万
人
あ
た
り
五
八
床
と
な
っ
て
い
る
が
、
市
で
は

四
二
床
で
七
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
充
足
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
東
京
に
近
い
と
い
う
地
理
的
条
件
に
加
え
て
人
口
の
急
激
な
増
加

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
都
市
化
の
い
ち
じ
る
し
い
郊
外
地
で
こ
の

傾
向
は
と
く
に
強
い
。
最
近
一
年
間
に
病
院
に
入
院
し
た
者
は
延
二
七
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安
全
な
く
ら
し

九
万
人
（
一
日
平
均
七
、
六
六
二
人
）
に
お
よ
び
、
市
民
二
〇
人
に
一

人
が
入
院
し
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
病
気
の
た
め
病
院
な
ど
へ
通
っ

た
市
民
は
延
六
三
三
万
人
（
一
日
平
均
一
万
七
、
〇
〇
〇
人
）
で
市
民

が
平
均
年
三
回
通
院
し
た
こ
と
に
な
る
。

医
療
行
政
の
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
自
由
開
業
を
建
前
と
す
る
現
行

制
度
の
も
と
で
は
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
急
速
に
開
発

さ
れ
て
い
く
郊
外
地
を
重
点
に
市
全
体
の
医
療
機
関
の
適
正
配
置
を
検

討
し
、
い
わ
ゆ
る
地
域
医
療
の
体
系
化
を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
ガ
ン

・
成
人
病
・
交
通
災
害
な
ど
の
専
門
病
院
を
は
じ
め
と
す
る
高
度
医
療

・
特
殊
医
療
の
施
設
を
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
で
あ
る
。

市
で
は
こ
の
計
画
の
一
環
と
し
て
、
四
十
年
度
か
ら
各
市
立
病
院
の
増

床
と
医
療
設
備
の
充
実
整
備
に
力
を
そ
そ
い
で
い
る
。
市
民
病
院
で
は
、

三
十
八
年
に
一
九
二
床
だ
っ
た
も
の
を
四
〇
〇
床
に
し
た
。
市
大
医
学

部
病
院
は
、
四
十
三
年
に
約
三
〇
〇
床
の
新
館
が
完
成
し
て
、
現
在
新

旧
あ
わ
せ
て
五
五
五
床
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
四
十
七
年
三
月
を
目
標
に

第
二
新
館
を
建
設
中
で
、
こ
れ
が
完
成
す
る
と
、
一
、
〇
〇
〇
床
と
な

る
。
ま
た
、
港
湾
病
院
も
四
十
五
年
度
か
ら
拡
張
を
計
画
し
て
い
る
。

な
お
、
医
療
機
関
整
備
を
阻
ん
で
い
る
も
の
の
一
つ
に
医
師
お
よ
び
看

護
婦
の
不
足
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
一
年
間
の
各
市
立
病
院

の
場
合
を
み
る
と
、
採
用
に
な
っ
た
医
師
四
七
人
の
う
ち
、
二
五
人
が

退
職
し
、
看
護
婦
で
は
一
五
五
人
採
用
さ
れ
て
、
じ
つ
に
九
八
人
も
の

人
が
や
め
て
い
る
。
市
民
の
た
め
に
適
正
な
医
療
を
確
保
す
る
に
は
、

こ
の
面
の
早
急
な
解
決
が
必
要
で
あ
り
、
国
に
お
い
て
も
養
成
制
度
そ

図2－9　横浜市の人口・病床数の年次推移
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の
も
の
に
た
い
し
て
、
再
検
討
が
加
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
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病
気
と
健
康

表2―24　横浜市における医療施設数，許可病床数
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